
11月は「家庭ごみ10％減量推進月間」です！
　

１日１人当たり80ｇの減量を目指しましょう！！

■使用済み乾電池、蛍光管などの収集場所
行政区 収集場所

根 木 東児玉公民館
関 関集会所（八幡関）、倉柱集会所

南 阿 那 志 上川輪集会所、新井横手公会堂
北 阿 那 志 北阿那志中央リサイクルセンター
小 茂 田 小茂田リサイクルセンター

下 児 玉 善台寺熊谷公会堂、下児玉公会堂、
中山集会所、殿ケ谷戸観音堂集会所

北 十 条 北十条集会所
南 十 条 南十条集会所
沼 上 沼上集会所
広 木 広木会館
駒 衣 駒衣集会所、駒衣第３集会所
木 部 木部集会所
古 郡 古郡農業集落センター
甘 粕 甘粕集会所
中 里 中里集会所
湯 栃 湯栃集会所
野 中 野中集会所
小 栗 小栗児童センター
猪 俣 猪俣中央会館
湯 本 湯本集会所
大 仏 大仏農村婦人児童センター
白 石 白石公民館
円 良 田 円良田農民センター
ご不明な点は、担当までお問い合わせください。

有害ごみ分別収集の実施について

■収集日　 11月24日（水）

午前８時30分～10時30分

使用済み乾電池、蛍光管などの収集
■収集場所　右表のとおり

■収集物
　◎使用済み乾電池（ボタン電池も可）
　◎ 蛍光管・水銀電球（直管は1.5ｍ未満に限る）
　◎水銀体温計・温度計

■注意事項
・中に水銀などが入っているものは、割らないよう注
意して排出してください。
・白熱電球、割れた蛍光管、電子体温計は対象外です。
不燃ごみとして出してください。
・一般家庭で使用したものに限ります。
・当日有害ごみを出せないかたは、役場、コミュニティ
センターに設置してある収集箱をご利用ください。
・事業系ごみは出せません。

■注意事項
１．�プロパンガスボンベのカートリッジ式は対象
外です。

２．��一般家庭で使用したものに限ります。

バッテリー・プロパンガスボンベの収集

小型家電（小型電子機器）・バッテリー・
プロパンガスボンベの収集を行います！

■収集日　11月27日（土）　
　　　　　午前８時30分～10時30分

■場　所　役場西側駐車場

■注意事項
１�．携帯電話やパソコン内の個人情報などのデー
タは、事前に必ず削除してください。
２�．家電リサイクル対象品目（テレビ・エアコ
ン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）
は収集の対象外です。
３�．電池は取り外して有害ごみで出してください。

※�開庁時に、福祉課前の収集ボックスも利用でき
ます。《常設》（ボックスの投入口のサイズ15㎝×
25㎝以下のものに限ります。）

小型家電の収集

よい子の電話教育相談 
【24時間365日対応】

子ども専用（18歳以下）　
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 埼玉県警察少年サポートセンター 
【月～金　午前８時30分～午後５時15分】
（土日・祝日・年末年始除く）

少年用  ☎048-861-1152 い
保護者用 ☎048-865-4152

 いじめ通報窓口 
「いじめ」に関する通報

※いじめについての情報提供のみ受付

子どもスマイルネット 
【毎日　午前10時30分～午後６時】

☎048-822-7007（祝日・年末年始除く）

 埼玉いのちの電話 
【24時間365日対応】

☎048-645-4343

 さいたまチャイルドライン 
【毎日　午後４時～９時】

子ども専用（18歳以下）☎0120-99-7777　

 埼玉県こころの電話 
心の健康や悩みに関する相談

【月～金　午前９時～午後５時】
☎048-723-1447（土日・祝日・年末年始除く）

 子どもの人権110番 　
【月～金　午前８時30分～午後５時15分】

☎0120-007-110（土日・祝日・年末年始除く）

 子どもの人権 SOS-e メール 
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_
CH/0101.html　

問合せ＝埼玉県　県民生活部　青少年課　☎048-830-2907

小・中・高校生の
「いじめ」に関す
る通報サイト

11 月 は 「 い じ め 撲 滅 強 調 月 間 」 で す
　いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。
　埼玉県では、11月を「いじめ撲滅月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
　いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら、一人で悩まずに相談・通報してください。

子ども人権SOS
-eメールサイト

SAITAMA出会いサポートセンターが行います！

　「SAITAMA 出会いサポートセンター」は、７月末現在、登録会員が8,663人
を超え、すでに結婚に向けて114組のカップルが当センターを卒業しています。
　センターでは会員を随時募集しています。出会いの機会を希望されるかたは、
SAITAMA 出会いサポートセンターホームページで詳細をご確認ください。

【センター】　さいたま市浦和区、本庄市、  坂戸市
【利用登録料（会員）】　11,000円 ( 税込・２年間有効 )　※町外在住のかたは料金が異なる場合があります。
【対　　象】 ◎結婚を希望し、自ら婚活の意思がある20歳以上の独身男女

 ◎埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県へ移住をお考えのかた
 ◎スマートフォンをお持ちのかた

【申込方法・申込期間】　ホームページからご確認ください。
【問  合 せ】　SAITAMA出会いサポートセンター事務局 　☎048-789-7721

SAITAMA出会いサポートセンター
　県、市町村、民間企業などが一体となって運営する結婚支援センターでは、結婚を希望されるかたの
出会いから交際、結婚までを相談員と結婚支援システムによりサポートする団体です。

【特　徴】 ◎お手元のスマートフォンで会員の中から希望条件でお相手を選び、お見合いの申込みが可能
◎ＡＩが会員の中から相性の良い相手を紹介  ◎センターの相談員が個別のお悩みに対応
◎ 会員に婚活イベント・セミナーの情報を配信 ◎オンラインでの会員登録、お見合いも可能

出会いの機会の提供 　と　結婚までのサポート

ホームページ
QR コード

建設環境課　生活環境係からのお知らせ　問76-5134

ルールを守って出してください！

※通話料無料

※通話料無料

※通話料無料
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